
◎刑事訴訟法等の一部を改正する法律 
（令和五年五月一七日法律第二八号）   

一、 提案理由（令和五年四月五日・衆議院法務委員会） 

○齋藤（健）国務大臣 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨

を御説明いたします。 

 刑事手続においては、起訴状謄本の送達等の手続を通じて、被害者の氏名等が被疑者、

被告人に知られることがありますが、性犯罪の事件等においては、それにより被害者等

の名誉や社会生活の平穏が著しく害され、あるいはその身体、財産に対する加害行為が

なされるおそれがある場合があるため、刑事手続全体を通じて被害者の氏名等の情報を

保護するための措置を講じることが必要です。 

 この点に関しては、平成二十八年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律の附

則や、平成二十九年に成立した刑法の一部を改正する法律に関する国会の附帯決議にお

いても、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置について検討を行うことが求

められています。 

 また、近時、保釈中の被告人や刑が確定した者等の逃亡事案が相次いで発生していま

す。こうした逃亡事案は、国民の間に多大な不安を生じさせるだけでなく、公判審理の

遂行や刑の執行を危うくし、ひいては刑事司法制度に対する国民の信頼を損ないかねな

いものであり、これを防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保することが喫

緊の課題となっています。 

 そこで、この法律案は、刑事手続全体を通じて被害者の氏名等の情報を保護するとと

もに、保釈中の被告人や刑が確定した者等の逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁

判の執行を確保するため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正し、所要の法整備を行

おうとするものであります。 

 この法律案の要点を申し上げます。 

 第一は、検察官は、性犯罪の被害者等の個人特定事項について、必要と認めるときは、

公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに、被告人に送達するものとして、

当該個人特定事項の記載がない起訴状抄本等を提出することができ、その提出があった

ときは、裁判所は、被告人に対し、起訴状謄本に代えて、起訴状抄本等を送達すること

とするとともに、当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある

と認めるときは、被告人等の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部

を被告人に通知する旨の決定をしなければならないこととするものであります。 

 第二は、保釈等をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しな

いときは、二年以下の拘禁刑に処することとするなど、公判期日への出頭等を確保する

ための罰則を新設するものであります。 

 第三は、裁判所は、保釈を許す場合等において、必要と認めるときは、適当と認める

者を、その同意を得て監督者として選任することができ、監督者は、監督保証金を納付



した上で、被告人の監督を行わなければならないものとし、監督義務に違反したときは

監督保証金を没取し得ることとするものであります。 

 第四は、裁判所は、保釈を許す場合において、被告人の国外逃亡を防止するためその

位置等を把握する必要があると認めるときは、被告人に対し、位置測定端末をその身体

に装着することを命ずることができることとし、位置測定端末装着命令を受けた者が飛

行場の周辺等の所在禁止区域内に所在すること等が確認されたときは、勾引や保釈の取

消しをすることができることとするものであります。 

 第五は、拘禁刑以上の実刑判決の宣告を受けた者等について、裁判所の許可を受けな

ければ本邦から出国してはならないこととした上で、許可を受けないで本邦から出国し

ようとした場合等においては、検察官の請求により、又は職権で、勾留等をすることが

できることとするほか、出国の制限を受けている者についての出国の確認を留保するこ

とができることとするとともに、出国の制限を受けている間は、退去強制令書の執行を

停止することとするものであります。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院法務委員長報告（令和五年四月一三日） 

○伊藤忠彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執

行を確保するため、公判期日への不出頭罪の新設、保釈等をされた者に対する監督者制

度の創設及び位置測定端末により保釈された者の位置情報を取得する制度の創設等を行

うほか、刑事手続において犯罪被害者等の情報を保護するため、犯罪被害者等の個人特

定事項の記載がない起訴状抄本等を被告人に送達する措置等を導入しようとするもので

あります。 

 本案は、去る四月四日本委員会に付託され、翌五日齋藤法務大臣から趣旨の説明を聴

取し、七日質疑に入りました。昨十二日、質疑を終局し、討論、採決の結果、本案は賛

成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年四月一二日） 

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべき

である。 

一 位置測定端末の規格の設定等に当たっては、位置測定端末を装着していることがで

きるだけ外部から目立たず、身体の動きを極力妨げないものとする等、保釈中の被告

人のプライバシーの保護及び行動の自由等に十分に配慮したものとすること。 



二 位置測定端末を装着した被告人の所在禁止区域への立ち入り等が発生した場合に、

迅速に状況を確認し、勾引をすることができるよう、十分な訓練の実施や関係機関と

の連携体制の確立等に努めること。 

三 保釈中の被告人に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる者及び閲覧す

ることができる場合を限定した趣旨に鑑み、閲覧設備の運用に当たっては、端末位置

情報が漏出することがないよう適切な措置を講ずること。 

四 監督者を選任して行う保釈については、監督者として選任される者にとって過度の

負担にならないよう留意するとともに、監督者を得られないことを理由として保釈さ

れる場合が限定されることがないよう、制度の趣旨を周知すること。 

五 本改正における逃亡防止措置の新設の趣旨を踏まえ、被告人や刑が確定した者等の

身柄の確保及び護送等の場における逃亡防止に万全を期すとともに、必要な体制の整

備に努めること。 

六 犯罪被害者等の氏名等の情報秘匿制度の運用に当たっては、性犯罪の被害者等の権

利の保護という目的の実現を図るとともに、公判における被告人の防御に実質的な不

利益が生ずることがないよう、被害者側及び被告人側の双方の権利に十分に配慮する

よう努めること。 

三、参議院法務委員長報告（令和五年五月一〇日） 

○杉久武君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、刑事手続において犯罪被害者等の情報を保護するため、犯罪被害者等の

個人特定事項の記載がない起訴状抄本等を被告人に送達する措置等を導入するととも

に、被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行の確

保を図るため、位置測定端末により保釈された者の位置情報を取得する制度を創設し、

逃走の罪の構成要件及び法定刑を改めるなどの処罰規定の整備を行うほか、拘禁刑以上

の実刑の言渡しを受けた者等が出国により刑の執行を免れることを防止するための制度

の創設等を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、個人特定事項の秘匿措置による被告人の防御権侵害のおそ

れ、保釈の適切な判断基準の確保、位置測定端末装着命令制度の運用の在り方等につい

て質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より本法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年五月九日） 



政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべき

である。 

一 位置測定端末の規格の設定等に当たっては、位置測定端末を装着していることがで

きるだけ外部から目立たず、身体の動きを極力妨げないものとする等、保釈中の被告

人のプライバシーの保護及び行動の自由等に十分に配慮したものとすること。 

二 位置測定端末を装着した被告人の所在禁止区域への立ち入り等が発生した場合に、

迅速に状況を確認し、勾引をすることができるよう、十分な訓練の実施や関係機関と

の連携体制の確立等に努めること。 

三 保釈中の被告人に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる者及び閲覧す

ることができる場合を限定した趣旨に鑑み、閲覧設備の運用に当たっては、端末位置

情報が漏出することがないよう適切な措置を講ずること。 

四 位置測定端末装着命令を受けた被告人の数や装着を終了した人数等、位置測定端末

装着命令制度の概括的な運用状況を公表すること。 

五 位置測定端末装着命令制度について、その対象範囲を、被告人の国外逃亡を防止す

るために真に必要があると認められるとき以外に拡大しないよう厳格に運用すること。 

六 監督者を選任して行う保釈については、監督者として選任される者にとって過度の

負担にならないよう留意するとともに、監督者を得られないことを理由として保釈さ

れる場合が限定されることがないよう、制度の趣旨を周知すること。 

七 本改正における逃亡防止措置の新設の趣旨を踏まえ、被告人や刑が確定した者等の

身柄の確保及び護送等の場における逃亡防止に万全を期すとともに、必要な体制の整

備に努めること。 

八 犯罪被害者等の氏名等の情報秘匿制度の運用に当たっては、性犯罪の被害者等の権

利の保護という目的の実現を図るとともに、公判における被告人の防御に実質的な不

利益が生ずることがないよう、被害者側及び被告人側の双方の権利に十分に配慮する

よう努めること。 

  右決議する。 

  

 


